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【表面】

通知カードを送付します
１０月以降、住民票を有するすべての方にマイナンバー（個人番号）の「通知カー
ド」と「個人番号カードの申請書」を世帯ごとに簡易書留で送付します。現在お住ま
いの場所が住民票の住所と異なる方は異動の手続きを行ってください。
※東日本大震災の被災者の方、ＤＶ等の被害者の方、長期の入院・入所が見込まれる方で、やむを得な
い理由により住民票の異動手続きができない場合は、市民課へお問い合わせください。

通知カードのみでは、本人確認のための身分証明書として利用できません
通知カードは紙製の簡易的なカードで、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー（個人番号）

が記載され、マイナンバーを提示する時に使用します。顔写真は入らないため、通知カードは身
分証明書としての利用はできません。顔写真付公的身分証明書としても利用できる個人番号カ
ードの申請をおすすめします。

※画像はイメージであり、実際のものとは異なる場合があります。

【裏面】


